
研究成果の取扱いに関する
取組み状況等について

厚生労働省
平成１７年２月１８日
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（１）知的財産の技術移転に関する取組
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厚生労働省の認定ＴＬＯについて
・認定要綱の整備
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進
に関する法律」に基づき、厚生労働省所管の国立試験研究機関等にお
ける研究成果を民間事業者に移転するＴＬＯの認定要綱を平成１５年
３月３１日付で制定。

・TLOの認定
認定要綱に基づき、平成１５年５月１日付で財団法人ヒューマンサイ
エンス振興財団を厚生労働省のＴＬＯとして認定。

・財団法人ヒューマンサイエンス振興財団について
①財団概要
・住所 ： 東京都中央区日本橋小伝馬町１３－４
・設立年月日 ： 昭和６１年４月１日
②技術移転事業部門の名称
ヒューマンサイエンス技術移転センター

③技術移転事業の開始時期
平成１５年６月

④これまでの実績

特許出願件数 平成１５年度 ２０件

平成１６年度 ５３件（平成１７年１月３１日現在）
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関係制度の整備

• 職務発明規定
・特許権等の保有について、基本的に国（機関）と発明者が２分の１づつ保有
することとなっていた職務発明規定を改正し、原則１００％国（機関）帰属に
変更。

・ノウハウの取扱いに関する規定を追加。

• 補償金規定
・補償金規定を制定。

• 委託研究規定
・産業活力再生特別措置法に基づく日本版バイドール条項を導入。

• 国研等における特許権等の取扱いについて
・国が承継した特許権等の円滑な譲渡等について、随意契約が可能な場合を
示した。

等、関係規定を整備し、平成１５年３月３１日付で関係試験研究機関等
に対し通知。
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（２）知的財産の新たな創造と活用
（平成１７年４月 独立行政法人医薬基盤研究所の開設）
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（独）医薬基盤研究所
運営は非公務員型独立行政法人
職員数約９５名（正規職員；事務
官含む。企業派遣職員・リサレジ
は別で５０名程度を見込む）
一般会計予算規模１１６億円程度
（９０億円のextramural research 
fundを含む）
性格の異なる機関の一部を新たな
理念で統合
大学の基礎研究でも、企業の応用
研究でもない、基盤研究という新
たなカテゴリーの研究の創設
研究を自ら行う他、資金や研究資
源の安定供給で他の研究機関を支
援する全国的広がりをもった組織
地域の産学官連携のシナジー効果
初代理事長予定者：山西弘一（現
大阪大学医学部長）
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（２）医薬品等の研究開発振興

（３）生物資源の研究

（１）医薬品等の基盤研究
国立感染症研究所

生物学的製剤の検査、検
定、試験的製造

医学実験用霊長類センター

遺伝子バンク、実験動物開発

感染症に関する研究

（独）医薬品医療機器総合機構

平成16年4月発足

健康被害救済業務

安全対策業務

研究開発振興業務

審査関連業務

医薬品・食品等の試験・検査・研究

薬用植物栽培試験場

細胞バンク

国立医薬品食品衛生研究所

（独）医薬基盤研究所
平成1７年４月発足

独立行政法人医薬基盤研究所への各組織からの移管・統合について

医薬品等の基盤研究

※法人の主たる事務所として移管。

国立医薬品食品衛生研究所

大阪支所
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